
　　　　　　　　　主　　　　文
　　　　　本件抗告を却下する。
　　　　　抗告費用は抗告人の負担とする。
　　　　　　　　　理　　　　由
　本件抗告の趣旨及び理由は、別紙のとおりである。
　<要旨第一>記録中の不動産登記簿謄本によると、抗告人は昭和三三年四月四日に
本件競売申立記入登記がなされる前の</要旨第一>昭和三二年五月七日本件競売不動
産につき同日付代物弁済予約による所有権移転請求権保全の仮登記を経由している
ものであることが認められる。したがつて抗告人は競売法二七条三項三号に定める
「登記簿ニ登記シタル不動産上ノ権利者」にあたり、競売手続の利害関係人である
というべきである（大審院大正一四年六月一六日決定・民集四巻三七〇ページ参
照）。記録中の競落期日調書競落許可決定原本、抗告状及びこれに押されている原
裁判所受付日付印によると、原裁判所は昭和三三年一一月一二日午前一〇時に競落
許可決定を言い渡し、かつ原裁判所の掲示板にその旨掲示して公告したが、抗告人
が本件抗告状を原裁判所に提出して即時抗告の申立をしたのは同年一二月一九日で
あることが明らかである。すると、抗告人が即時抗告の申立をしたのは、本件競落
許可決定が言い渡され、かつ公告がなされた日から一週間を経過しているといわね
ばならない。　抗告人は本件競落許可決定があつたことを同年一二月一六日に知つ
たものであつて即時抗告期間を経過してい<要旨第二>ないと主張するようである
が、抗告人を含め本件競売手続のすべての利害関係人に対する関係において、即
時</要旨第二>抗告の期間は競落許可の決定の言渡の日である同年一一月一二日の翌
日から起算するのを相当とする。けだし、一般的に決定は言渡または送達など裁判
所の相当と認める方法で告知するものであるが、競落許可決定は特に言渡によつて
のみこれを告知すべきものであつて、職権をもつてその正本を送達すべきものでは
ない。また競落許可決定は裁判所の掲示板に掲示して公告するを要し、その掲示は
実務上一般にその決定の言渡の日になされているところ、この公告は競売期日に出
頭しなかつた利害関係人に即時抗告の機会を与えるものである（競売法及び不動産
競売手続に準用される民事訴訟法には、破産法一一二条、和議法七条、会社更生法
一一条等のような利害関係人について決定の公告のあつた日から即時抗告期間を起
算すべき旨の規定はない。）。競売手続の性質上、競落期日に出頭し競落許可決定
の言渡を受けたと否とにより区別することなく、その即時抗告期間は各利害関係人
に対し一律にその言渡の日から進行することを要するからである（大審院大正七年
一一月四日法律新聞一五〇五号二三ページ参照）。
　してみると、抗告人のした本件即時抗告はその期間経過後になされたものという
ほかはない。記録によると、本件各競売期日（昭和三三年八月一三日百午前一〇
時、同年一〇月二九日午前一〇時）は利害関係人である抗告人に通知された形跡が
ないが、これがため抗告人は過失なくして即時抗告の不変期間を遵守することがで
きなかつたものであることを主張立証して、民訴法一五九条の規定による追完の申
立をしていない。
　そうすると、本件即時抗告は不適法であつてその欠缺は補正できないから民訴法
四一四条三八四条八九条九五条を適用し主文のとおりと決定する。
　（裁判長裁判官　熊野啓五郎　裁判官　岡野幸之助　裁判官　山内敏彦）


